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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルメディアコンテンツをデバイスに同期させるための方法であって、
　（ａ）ユーザにリンクされ、デジタルメディアコンテンツを記述するメタデータを含む
デジタルメディアコレクションを識別する工程と、
　（ｂ）前記デジタルメディアコレクションのコンテンツを分析して、そのユーザについ
ての「テイストシグネチャ」を導出する工程であって、前記コンテンツは、前記デジタル
メディアコレクションの一部を形成するデジタルメディアコンテンツの分析から導出され
たメタデータを含む、前記デジタルメディアコレクションに関連するメタデータを含み、
前記デジタルメディアコレクションの一部を形成するデジタルメディアコンテンツの分析
から導出されたメタデータは、前記デジタルメディアコンテンツのデジタルの信号処理か
ら導出されるメタデータを含み、
　（ｃ）前記「テイストシグネチャ」分析に基づいて、同期中に前記デバイスに提供され
るデジタルメディアコンテンツの優先順位を識別する工程と、
　（ｄ）前記同期中に１つまたは複数のデジタルメディアコンテンツを前記優先順位の順
で前記デバイスに提供する工程と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記工程（ｃ）は、
　（ｉ）前記ユーザの音楽についてのデジタルメディアコレクション内のコンテンツ、あ
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るいは、前記ユーザがアクセスしたより広範なデジタルメディアコレクション内のコンテ
ンツであるかに係わらず、前記「テイストシグネチャ」をコンテンツと照合する工程と、
　（ｉｉ）その照合に基づいて、前記ユーザへのデジタルメディアコンテンツの推薦を取
得する工程と、
　（ｉｉｉ）前記ユーザが同期される前記デバイスと対話する方法を分析する工程と、
　（ｉｖ）前記分析に基づいて、前記同期時にどのデジタルメディアコンテンツが前記デ
バイスに提供されるかを識別する工程と、
　（ｖ）前記分析に基づいて、前記同期中に前記デバイスに提供される前記デジタルメデ
ィアコンテンツの優先順位を識別する工程と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記デジタルメディアコレクションは、任意の関連付けられたメタデータを含み、前記
デジタルメディアコレクションは、前記ユーザにリンクされたデバイス上でデジタルメデ
ィアコンテンツを見出し、分析することによって識別されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記デジタルメディアコレクションに関連するメタデータは、そのメタデータがユーザ
生成であるか否かに係わらず、タイトル、著者、作曲者、歌手、発行者、ジャンル、分類
、発売日を含む日付関連情報、前記デジタルメディアコンテンツのロケーション、１つも
しくは複数のデジタルメディアコンテンツを収めたプレイリストを含む、メディア間のリ
ンク、レーティング、埋め込みタグ、関連するアートワーク、再生メトリック、前記デジ
タルメディアコンテンツの再生時間、測定方法を問わない前記コンテンツのサイズ、コン
テンツフォーマット、または前記デジタルメディアコンテンツに関連する他の任意の記述
的メタデータのうちの１つまたは複数を含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザが同期される前記デバイスと対話する方法を分析することから取得される再
生メトリックが存在し、それらの再生メトリックは、前記ユーザがいつ前記デジタルメデ
ィアコンテンツを再生もしくは視聴したか、前記ユーザがどこで前記デジタルメディアコ
ンテンツを再生もしくは視聴したか、前記ユーザが１つもしくは複数のどのデバイス上で
前記デジタルメディアコンテンツを再生もしくは視聴したか、前記デジタルメディアコン
テンツがいつ前記ユーザに利用可能にされたか、前記ユーザがどれだけの頻度で前記デジ
タルメディアコンテンツを再生もしくは視聴したか、または前記デジタルメディアコンテ
ンツとの前記ユーザの対話に関する他の任意のメタデータの１つまたは複数を詳述するメ
タデータを含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記「テイストシグネチャ」は、前記デジタルメディアコレクションについて取り出さ
れた前記メタデータの分析によって導出され、そのため最初に１つまたは複数のメタデー
タアイテムが、前記ユーザのデジタルメディアプリファレンスを識別するために、前記デ
ジタルメディアコレクション内の複数のデジタルメディアコンテンツにわたって集められ
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記分析は、前記ユーザの年齢、所在地、収入、宗教的信条もしくは無宗教、政治的傾
向、教育レベル、職業、性別、性的指向、定義されたものかそれとも導出されたものかに
係わらない社会クラス分類、趣味、前記ユーザが使用する他のデバイス、１つもしくは複
数のデバイスとの前記ユーザの対話、または前記ユーザに関する他の任意の関連するメタ
データのうちの１つまたは複数を含む、前記ユーザについてのメタデータの分析を含むこ
とを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　デバイスとの前記ユーザの対話についてのメタデータは、前記ユーザがデバイス上に特
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別に配置した、もしくは配置するよう求めたデジタルメディアコンテンツ、前記ユーザが
デバイスのユーザインタフェースと対話する方法、前記ユーザによって再生もしくは視聴
されたデジタルメディアアイテムについての再生メトリック、またはデバイスとの前記ユ
ーザの対話についての他の任意の関連するメタデータのうちの１つまたは複数を含むこと
を特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザについてのメタデータは、ユーザについての既知の情報、および前記ユーザ
が所有するデバイスタイプの他の所有者を含むが、それに限定されない、前記ユーザがリ
ンクされたユーザからなる１つまたは複数のグループ内の他の個人についての既知の情報
に基づいて、外挿によって強化または生成されることを特徴とする請求項１乃至８のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザおよびそのデジタルメディアコンテンツについてのメタデータは、ソーシャ
ルネットワーキングサービス上のリンクフレンドと、そのリンクフレンドにより推薦され
た他の個人を含むが、それに限定されない、前記ユーザが自らをそれにリンクするために
選択した他の個人にリンクされたメタデータの分析に基づいて、重み付けを追加すること
によって増大されることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記「テイストシグネチャ」は、既知のデータを１つまたは複数のデータベース内のデ
ータと照合し、それによって、前記デジタルメディアコンテンツまたはユーザ関連のメタ
データの検査から直接的に分かったこと以上の追加のメタデータを取得することによって
、さらに改良されることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　メタデータは、定期的に更新されることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１３】
　コンテンツは、前記ユーザの導出された「テイストシグネチャ」、１つもしくは複数の
デバイスとの前記ユーザの対話に関するメタデータ、前記デバイスの充電ステータス、ロ
ケーション、電力レベル、もしくは接続速度を含むが、それらに限定されない、前記デバ
イスの環境についてのメタデータ、または他の任意の関連する検討事項のうちの１つまた
は複数の分析に基づいて、前記デバイス上に、または前記デバイスのユーザインタフェー
スの特定のエリア内に配置されることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１４】
　デジタルメディアコンテンツは、ジャンルによって、推薦によって、アーティストによ
って、人気によって、または他の任意の方法で分類されたコンテンツのコレクションとし
て、前記デバイスに定期的に提供されることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１５】
　デジタルメディアコンテンツが前記デバイスに提供される順序は、前記ユーザ、前記ユ
ーザの「テイストシグネチャ」、前記ユーザのために取得された推薦のうちの１つまたは
複数に関する前記メタデータと、前記デバイスに関するメタデータの分析によって決定さ
れることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ユーザは、２人以上のユーザからなるグループを含むことを特徴とする請求項１乃
至１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記「デジタルメディアコンテンツ」は、個々のデジタルメディアコンテンツ、デジタ
ルメディアコンテンツを記述するメタデータ、デジタルメディアコンテンツのコレクショ
ン、またはデジタルメディアコンテンツのコレクションを記述するメタデータのうちの１
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つまたは複数から成ることを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記デバイスは、コンピュータ、モバイルデバイス、専用メディアプレーヤ、ゲーム機
、ネットワークを介して接続可能な記憶機構、またはデジタルメディアコンテンツを再生
もしくは表示可能な他の任意のデバイス、あるいは上記の２つ以上の任意の組み合わせで
あることを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記デバイスは、永続的か、一時的か、それとも断続的かに係わらず、互いに結合され
た２つ以上のデバイス、１つもしくは複数の他のデバイスに結合された２つ以上のデバイ
ス、または本発明を実施するサービスが動作するリモートサーバに結合された２つ以上の
デバイスのうちの１つまたは複数を含むことを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項２０】
　異なるデバイスには異なる同期優先順位が関連付けられることを特徴とする請求項１９
に記載の方法。
【請求項２１】
　デジタルメディアコンテンツをデバイスに同期させるためのシステムであって、
　（ａ）ユーザにリンクされ、デジタルメディアコンテンツを記述するメタデータを含む
デジタルメディアコレクションを識別し、
　（ｂ）前記デジタルメディアコレクションのコンテンツを分析して、そのユーザについ
ての「テイストシグネチャ」を導出し、前記コンテンツは、前記デジタルメディアコレク
ションの一部を形成するデジタルメディアコンテンツの分析から導出されたメタデータを
含む、前記デジタルメディアコレクションに関連するメタデータを含み、前記デジタルメ
ディアコレクションの一部を形成するデジタルメディアコンテンツの分析から導出された
メタデータは、前記デジタルメディアコンテンツのデジタルの信号処理から導出されるメ
タデータを含み、
　（ｃ）前記「テイストシグネチャ」分析に基づいて、同期中に前記デバイスに提供され
るデジタルメディアコンテンツの優先順位を識別し、
　（ｄ）前記同期中に１つまたは複数のデジタルメディアコンテンツを前記優先順位の順
で前記デバイスに提供する、
　ように動作可能であることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルメディアコンテンツを同期させるための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　１つのコンピューティングデバイスと別のコンピューティングデバイスの間におけるデ
ータの同期は、ファイルからなる２つの組を検査し、どちらがより最近に変更されたかに
基づいて、２つのデバイス間でファイルをコピーするという単純な手順に、削除の検出お
よび処理のために、またより精巧な手法では、ファイルの移動および名称変更の検出およ
び処理のために、最後に同期が取られた時点のファイル構造を記録するという要件が加わ
ったものであると考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＰＣＴ／ＧＢ２０１０／０５１１１３
【特許文献２】ＰＣＴ／ＧＢ２０１０／０５０７７１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　本発明によって解決される、現在の手法が抱える問題は、現在の手法は、エンドユーザ
が同期されるファイルと対話する方法を度外視しており、その結果、根本において、単純
なオールオアナッシングのプロセスになっていること、すなわち、デバイスは同期が取れ
ているか、または取れていないかであり、例えば、「部分的に同期が取れた」デバイスペ
アといった概念は存在しないことである。
【０００５】
　デジタルメディアファイルに関して、同期に対するこの従来の手法は、メディア再生デ
バイス－任意のデジタルメディアコンテンツを再生可能な任意のデバイス－を、デジタル
アドレス帳と同じ方法で扱うことになるが、各デジタルアドレス帳は、間隔をおいて他の
デジタルアドレス帳と同期が取られる、独立したデータのキャッシュである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、デジタルメディアコンテンツをデバイスに同期させるための方法であって、
（ａ）与えられたユーザにリンクされたデジタルメディアコレクションを識別するステッ
プと、
（ｂ）デジタルメディアコレクションのコンテンツを分析して、そのユーザについての「
テイストシグネチャ（ｔａｓｔｅ　ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）」を導出するステップと、
（ｃ）「テイストシグネチャ」分析に基づいて、同期中にメディアコンテンツファイルが
デバイスに提供される優先順位を識別するステップと、
（ｄ）同期中に１つまたは複数のメディアコンテンツファイルをデバイスに提供するステ
ップと
を含む。
【０００７】
　したがって、本発明による実施において採用される同期手法は、各メディア再生デバイ
スを、ユーザの全メディアコンテンツコレクションのサブセットのためのリポジトリであ
ると見なすものである。従来、デバイス同期が意味していた、全メディアコンテンツコレ
クションをすべてのデバイスと同期させようとする試みの代わりに、ユーザの「テイスト
シグネチャ」の分析に基づいて、また特定の実施においては、特定のデバイスの機能とユ
ーザのメディアコンテンツコレクションとの対話、およびユーザとそのデバイスとの対話
の分析に基づいて、ユーザのコレクションの特定の部分が特定のデバイスに供給されるこ
とを可能にする、よりインテリジェントな手法を採用することができる。
【０００８】
　したがって、本発明によって提供されるものは、消費者の既存のテイストを分析し、そ
の分析の結果を使用して、その個人にアピールする可能性の高いメディアコンテンツを識
別するとともに、メディアコンテンツに対するその個人のテイストの一部または全部を共
有する同好の個々人も識別するための機構である。
【０００９】
　そのような手法は、デバイス同期に対する当技術分野における現在の手法の制約を回避
し、現在の当技術分野で利用可能な方法とは異なるより有益な方法で、同期プロセスの最
適化を可能にする。
定義
　便宜のため、また不要な繰り返しを避けるため、本文書中の「音楽」および「メディア
コンテンツ」という用語は、デジタル形式を取る、またはデジタル形式に変換可能な、す
べての「メディアコンテンツ」を包含すると解釈するものとし、書籍、雑誌、新聞、およ
び他の定期刊行物、デジタルビデオの形式を取るビデオ、動画、テレビ番組（シリーズも
の、季節もの、一話完結もの）、画像（写真または他の画像）、音楽、コンピュータゲー
ム、ならびに他の対話的メディアを含むが、それらに限定されない。
【００１０】
　同様に、「トラック」という用語は、メディアコンテンツの特定のアイテムを指し、そ
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れが、歌なのか、テレビ番組なのか、電子書籍またはその一部なのか、コンピュータゲー
ムなのか、それともメディアコンテンツの他の任意の個別アイテムなのかは問わない。
【００１１】
　「プレイリスト」および「アルバム」という用語は、分析または推薦の目的で単一のエ
ンティティとして取り扱うことができるように一緒にまとめられた「トラック」のコレク
ションを指すのに交換可能に使用される。
【００１２】
　「聴く」という動詞は、人とメディアコンテンツの間の任意の対話を包含すると解釈す
るものとし、それが、オーディオコンテンツを聴くことなのか、ビデオまたは画像コンテ
ンツを見ることなのか、書籍または他のテキストコンテンツを読むことなのか、コンピュ
ータゲームをプレイすることなのか、対話的メディアコンテンツと対話することなのか、
それともそのような活動の何らかの組み合わせであるのかは問わない。
【００１３】
　「ユーザ」、「消費者」、「エンドユーザ」、および「個人」という用語は、その者の
メディアコンテンツ「聴取」プリファレンスが分析され、その者に対して推薦が行われる
、人または人々のグループを指すのに交換可能に使用される。
【００１４】
　「テイスト」という用語は、ユーザのメディアコンテンツ「聴取」プリファレンスを指
すのに使用される。ユーザの「テイストシグネチャ」は、本発明のために開示されるプロ
セス中に導出される、ユーザのテイストについてのコンピュータ可読な記述である。
【００１５】
　「推薦」という用語は、本発明において、またＯｍｎｉｆｏｎｅの特許出願「Ｎｅａｒ
ｅｓｔ　Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　＆　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｒｅｃｏｍｍｅｎ
ｄａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」、ＰＣＴ／ＧＢ２０１０／０５１１１３において
開示される機構を使用して、または他の任意の互換性のある機構によって、メディアコン
テンツに対するユーザのテイストにマッチする、またはテイストを補足するものとして識
別される、メディアコンテンツアイテム（「トラック」、「プレイリスト」、および「ア
ルバム」）を指す。
【００１６】
　「メディアコレクション」および「音楽コレクション」という用語、ならびに類似の用
語は、物理メディアの形式、またはダウンロードもしくは符号化されたデジタルメディア
ファイルの形式で直接的に、あるいは「お気に入り」トラックとしてブックマークするこ
と、もしくはプレイリスト内に入れることによって、または音楽有料配信サービスもしく
はメディアコンテンツカタログ内の他の何らかの機構によってなど間接的にユーザが所有
する、「音楽トラック」の実際の１組または概念的な１組を指すのに交換可能に使用され
る。そのような機構によってユーザに直接的にリンクされる任意のメディアコンテンツは
、ユーザの「音楽コレクション」の一部であると見なされる。
【００１７】
　「デバイス」および「メディアプレーヤ」という用語は、デジタルメディアコンテンツ
を再生可能な任意のコンピュータデバイスを指すのに交換可能に使用され、ＭＰ３プレー
ヤ、テレビ受像機、家庭用コンピュータシステム、モバイルコンピューティングデバイス
、ゲーム機、ハンドヘルドゲーム機、車載されるメディアプレーヤ、または他の任意の適
用可能なデバイスもしくはそのようなデバイス上のソフトウェアメディアプレーヤを含む
が、それらに限定されない。
【００１８】
　本文書の全体にわたって、男性は女性を、女性は男性を含み、単数は複数を、複数は単
数を含む。
概説
　本発明は、個人のメディアコンテンツ（例えば「音楽聴取」）プリファレンスを分析で
き、その分析を使用して、そのユーザの１つまたは複数のデバイスをユーザの音楽コレク
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ションと同期させるプロセスを最適化できる機構を開示する。音楽コレクションは、１つ
もしくは複数のデバイス上の「マスタ」セット、またはクラウド上に保有される「マスタ
」セットとして存在することができ、あるいはいずれの単一のデバイスもマスタセットを
含まないように、様々なデバイスにわたって、またクラウド全域に分散することができる
。我々は、ユーザに関連するメディアコンテンツが存在し得るすべての場所からなるリポ
ジトリを、一括して「メディアストア」と呼ぶ。したがって、本発明は、ユーザのデバイ
スを「メディアストア」上に保有されるメディアコンテンツと同期させるプロセスを最適
化することを扱う。
【００１９】
　本発明によって開示されるプロセスは、好ましい実施では、
　●ユーザの現在のメディアコンテンツコレクションを識別するステップと、
　●前記コレクションのコンテンツを分析して、その分析からユーザの「テイストシグネ
チャ」を導出するステップと、
　●導出された「テイストシグネチャ」を、ユーザの音楽コレクション内の他のメディア
コンテンツと、またユーザが例えば音楽有料配信サービスを介してアクセスできるメディ
アコンテンツからなる任意のより広範なコレクション内の他のメディアコンテンツと照合
し、その照合プロセスに基づいて、ユーザに対する「推薦」を獲得するステップと、
　●ユーザが同期させるデバイスと対話する方法を分析するステップと、
　●前記分析に基づいて、どのメディアコンテンツファイルが前記デバイスに提供される
かを識別するとともに、それらのファイルが提供される優先順位を識別するステップと、
　●ファイルをデバイスに提供するステップと
を包含すると見なすことができる。
【００２０】
　プロセスの各ステージは、以下のセクションにおいて順を追って説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】同期プロセス全体のフローチャートである。
【図２】プレイリスト再構成プロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　１　ユーザのメディアコンテンツを識別し、分析する
　好ましい実施形態では、本セクションにおいて開示される技法の１つまたは複数を使用
して、同期させるデバイスおよびその所有者に直接的または間接的にリンクされた１組の
メディアコンテンツを識別することができる。したがって、好ましい実施形態では、ユー
ザの「音楽コレクション」である前記組は、できるだけ広い範囲をもつように、その個々
の項目とそのメタデータの両方で識別される。
１．１　メディアコンテンツを見つける
　ユーザは、メディアコンテンツを様々なロケーションに保存することができ、そのうち
のいくつかは、即座にアクセス可能とすることができるが、他のものは、あまり即座には
アクセス可能ではない。ユーザのテイストの分析ができるだけ有益であることを保証する
ため、そのような分析は、できるだけ包括的でなければならず、そのユーザのメディアコ
ンテンツをアクセスが実用的になるほど多く含まなければならない。
【００２３】
　その「包括的」基準を満たすため、ユーザのデバイスのコンテンツを検査して、メディ
アコンテンツを探さなければならず、以下のうちの１つまたは複数を含むが、それらに限
定されない、すべての共通記憶ロケーションが調べられる。
【００２４】
　●Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓの「Ｍｙ　Ｍｕｓｉｃ」／「Ｍｕｓｉｃ」フォ
ルダ、「Ｍｙ　Ｖｉｄｅｏ」／「Ｖｉｄｅｏ」フォルダなど、ファイルシステムロケーシ
ョン。ユーザは、この分析に含まれるメディアファイルの他の何かを識別するよう促され
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ることもある。
【００２５】
　●ｉＴｕｎｅｓ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ、ＲｅａｌＰｌａｙｅｒ
、ＶＬＣ　Ｐｌａｙｅｒ、およびＤｉｖＸ　Ｐｌａｙｅｒなど、デバイス上にインストー
ルされたすべての識別可能なメディアプレーヤのためのメディアプレーヤローカルデータ
ベース。メディアファイルのデータベースを維持するそれらのプレーヤの場合、そのデー
タベースに問い合わせを行うことができ、「最近使用されたファイル」リストを維持する
それらのプレーヤの場合、そのリストを検査することができる。
【００２６】
　●ユーザが所有するＣＤ、ＤＶＤ、または他の記憶媒体上に保存されたメディアコンテ
ンツなどの物理メディアをそのコンテンツに関して検査することができる。
【００２７】
　●オンラインメディアストア。ユーザは、実際のファイルを保存することによって明示
的に、ファイルを記述するメタデータを保存することによって間接的に、または２つの何
らかの組み合わせによってのいずれであるかを問わず、メディアコンテンツをオンライン
で保存することができる。ユーザは、ＭｙＳｐａｃｅ（登録商標）、Ｌａｓｔ．ｆｍ（登
録商標）、Ｆｌｉｃｋｒ（登録商標）、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）、Ｓｐｏｔｉｆｙ
（登録商標）、Ａｍａｚｏｎ（登録商標）、またはエンドユーザによるメディアコンテン
ツの保存または記述を可能にする他の任意のオンラインファシリティなど、分析に含めた
いオンラインストアを識別し、それらへのアクセスを提供するよう促されることがある。
【００２８】
　この「デバイススイープ（ｄｅｖｉｃｅ　ｓｗｅｅｐ）」を実行する場合、デバイスま
たはメディアプレーヤとともに含まれる、すべての標準の「プレヴュー」メディアコンテ
ンツを分析から除外することが重要であるが、それは、そのようなコンテンツが特定のユ
ーザのテイストを示しておらず、したがって、本発明がその中で利用されるサービスに特
有なコンテンツはおそらく別にして、そのようなコンテンツをユーザのデバイスに提供し
ても、僅かしかまたはまったく目的に役立ち得ないからである。「デバイススイープ」と
いう用語は、単一のデバイスの分析に限定されると解釈すべきではなく、実際、デバイス
スイープは、関連するメディアファイルを保存できるすべてのデバイスおよびロケーショ
ンのスイープを、すなわち、ユーザによって所有またはアクセスされるすべてのデバイス
（ユーザの「メディアストア」）と、同じく他人の、例えばユーザに対して推薦を行った
友人のメディアストアのスイープを含む。
１．２　メタデータを収集する
　「デバイススイープ」の目的は、ユーザの既存のメディアコンテンツと、そのメディア
コンテンツに関するユーザの聴取プリファレンス、すなわち、「テイストシグネチャ」と
についての情報を収集することである。そのため、スイープは、見出されたメディアコン
テンツファイルに関する大量のメタデータの集まりを蓄積する必要がある。そのようなメ
タデータは、以下のうちの１つまたは複数を含むが、それらに限定されない、いくつかの
形式を取ることができる。
【００２９】
　●ＭＰ３ファイルにおいて使用されるＩＤ３タグなどの、明示的に埋め込まれたタグ、
ｉＴｕｎｅｓなどのメディアプレーヤによって使用されるアルバムアートワーク関連の画
像ファイルなどの、連想タグ、およびトラックのジャンル分類など、メディアプレーヤの
データベース内に保存されるメタデータを含む、メディアファイル上のタグ。
【００３０】
　●ユーザが所有するＣＤ、ＤＶＤ、または他の記憶媒体上に保存されたメディアコンテ
ンツなどの物理メディアをそのコンテンツに関して検査することができる。例えば、一実
施形態では、オーディオＣＤを読み取ることができ、そのＣＤのトラックリストおよび関
連メタデータを識別するために、ＣＤの識別シグネチャがそのようなシグネチャのデータ
ベースと照合されると、本発明を実施するソフトウェアに前記ＣＤを利用可能にすること
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をユーザに許可することができる。
【００３１】
　●利用可能な場合は、再生メトリック（ｐｌａｙｂａｃｋ　ｍｅｔｒｉｃ）。ｉＴｕｎ
ｅｓおよびＷｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒなどの、いくつかのメディアプレ
ーヤは、個々のメディアコンテンツファイルがいつ再生されたか、どれだけの頻度で再生
されたか、およびどれだけの時間にわたって再生されたかについての詳細を保存すること
が可能である。加えて、いくつかのファイルシステムは、再生メトリックの手がかりを提
供し、例えば、デフォルトで、ＮＴＳＦは、特定のトラックがユーザによって最後に再生
されたのはいつかに関するインジケータとして使用できる、ファイルの「最終アクセス時
刻」を保存する。
【００３２】
　●いくつかの場合には、ＤＳＰ（「デジタル信号処理」）技法をメディアコンテンツに
適用して、個々のトラックについての追加のメタデータの抽出を可能にすることができる
。例えば、デバイス能力が許す場合は、オーディオファイルのＤＳＰ処理を適用して、楽
曲のムード、テンポ、およびビートなどの詳細を提供することができる。
【００３３】
　●ＴｒａｃｋＩＤまたは他の何らかのメディアコンテンツシグネチャ生成技術などの、
トラック識別技術を各トラックに適用して、デジタル「シグネチャ」を生成することがで
き、他のメタデータのクロスチェックとして、および／または不完全なメタデータや間違
いのあるメタデータが見つかったトラック、またはメタデータが見つからないトラックを
識別する方法として、その後、デジタル「シグネチャ」は、特定のトラックを識別するた
めに、そのようなシグネチャのデータベースと照合することができる。
【００３４】
　●より一般的には、デジタルメディアコレクションに関連するメタデータは、そのメタ
データがユーザ生成であるかどうかに係わりなく、タイトル、著者、作曲者、歌手、発行
者、ジャンル、分類、発売日を含む日付関連情報、デジタルメディアファイルのロケーシ
ョン、１つもしくは複数のデジタルメディアファイルを収めたプレイリストを含む、メデ
ィア間のリンク、レーティング、埋め込みタグ、関連するアートワーク、再生メトリック
、デジタルメディアファイルの再生時間、測定方法を問わないファイルのサイズ、ファイ
ルフォーマット、またはデジタルメディアファイルに関連する他の任意の記述的メタデー
タのうちの１つまたは複数を含む。
【００３５】
　このスイープを実行する１つの主要な目的は、ユーザのデバイス（より一般には、ユー
ザのメディアストア、および関連するサードパーティのメディアストア）上のメディアコ
ンテンツを識別することである。好ましい実施形態では、各トラックについてのメタデー
タも、メタデータをそれと照合できるより包括的なデータベース、および取り出された各
トラックについての追加情報を参照することによって、充実させることができる。
【００３６】
　「デバイススイープ」の結果として、（それがどこに保存されているかに関係なく）ユ
ーザの利用可能なメディアコンテンツの詳細な記述を構成されている。その記述は、タイ
トル、アーティスト、再生時間、リリース名、ビート、テンポ、ムードシグネチャ、トラ
ックがユーザによって最後に再生された時刻などの再生メトリック、関連するアートワー
ク、このユーザによるトラックのレーティング、および／または分析のために利用可能な
ことがある他の任意の情報などの、「メタデータ」アイテムを含むことができる。
【００３７】
　このユーザが以前に、本発明を使用して提供されるサービスにデバイスを登録してある
場合、ユーザが以前に登録したデバイスからメタデータを獲得することもできる。その場
合、好ましい実施形態では、その以前に保存されたメタデータも、「デバイススイープ」
から獲得されたデータと、分析のために使用された結果のデータのコレクションが統合さ
れる。
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１．３　リンクフレンドの重み付け
　例示的な一実施形態では、その後、ユーザが自らを、本発明がその中で利用されている
メディアコンテンツプロビジョンサービスの１人または複数人の他のユーザに関連付けて
ある（すなわち、ユーザがそのサービスにおいて「リンクフレンド（ｌｉｎｋｅｄ　ｆｒ
ｉｅｎｄ）」を有する）場合、ユーザ自身のメタデータパッケージは、行われるいずれの
推薦も、リンクフレンドのメディアではなく、主としてこのユーザ自身のメディアに基づ
くことを保証するように適切に重み付けされた、リンクフレンドのメタデータパッケージ
によって、増強することができる。
【００３８】
　好ましい実施形態では、ユーザのリンクフレンドのメディアコンテンツに与えられる重
み付けは、リンクフレンドのタイプに従って設定可能である。
【００３９】
　例えば、このユーザは、あるサービスに属しており、そのサービスにおいて、彼は、「
クロースフレンド（ｃｌｏｓｅ　ｆｒｉｅｎｄ）」として関連付けられたｎ人の他の個人
と、「リンクフレンド」として関連付けられた（そのサービス内でメタデータが利用可能
なリンクフレンドのみをカウントした）ｍ人の他の個人を有し、「クロースフレンド」の
重み付けは、Ｎ％に設定され、「リンクフレンド」の重み付けは、Ｍ％に設定されると仮
定する。そのような場合、好ましい実施形態は、推薦を行うとき、ユーザのメタデータに
与えられる重みが（１００－Ｎ－Ｍ）％になり、各「クロースフレンド」に与えられる重
み付けが（Ｎ／ｎ）％になり、各「リンクフレンド」に与えられる重み付けが（Ｍ／ｍ）
％になるように、リンクフレンドのメタデータをユーザのメタデータに統合する。ｎまた
はｍが０である場合、関連する成分（それぞれＮまたはＭ）は省かれる。したがって、ク
ロースフレンドまたはリンクフレンドがいないユーザは、自身の利用可能なメディアコン
テンツに全面的に基づいた推薦を有する。
１．４　メタデータとしての人口統計
　好ましい実施形態では、デバイスタイプも、メタデータの情報源として使用することが
でき、ユーザの所在地などの他の情報も同様とすることができる（ユーザの国から、ＧＰ
Ｓを介して、またはＩＰアドレス分析など２者間における何らかの測定を介して獲得され
るような正確な所在地まで、どんな粒度も利用可能である。同様に、「デバイス」は、「
ポータブルゲームコンソール」、または「ＤｉｖＸビデオを再生できるデバイス」、また
は「ゲームコンソールモデルＰＱＴ－４３８１ｖ２．１２」、または「ＢｌｕＲａｙプレ
ーヤを組み込んだデバイス」など、特定のデバイス、または定められたタイプのデバイス
からなるクラスを指すことができる）。
【００４０】
　そのような情報は、特定のデバイスの購買者／ユーザの、および／または与えられた場
所の居住者の、人口統計プロファイルを提供するために使用することができる。平凡な例
を挙げると、例示的な一実施形態では、そのような情報が使用されると、スペイン国内に
いるユーザには、スペイン語のトラックまたはスペインで人気のあるトラックが推薦され
る傾向が高まる。したがって、同期において、それらのスペインのトラックを優先するこ
とができる。そのため、旅行者がもしスペインを訪れていたならば、彼は、あまりよく知
らないスペインのトラックが同期中に優先されるのを見出すであろう。
【００４１】
　加えて、好ましい実施形態では、人口統計情報は、デバイスタイプおよび／またはロケ
ーションに従って組織された、サービスのすべてのユーザの音楽プリファレンスについて
の分析を保存する、推薦データベースから獲得することができる。
【００４２】
　好ましい実施形態において保存されるデバイス固有のメタデータは、どのトラックが特
定の地域内の特定のデバイスのユーザの間で最も人気があるかに関する情報を含むが、こ
れには、そのようなデバイスの平均的ユーザの人口統計を、そのような人口統計に属する
ユーザにおけるトラックの人気に関連付けるクロスリファレンスが用いられる（例えば、
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英国における特定のデバイスの平均的ユーザは１８～２５歳の男性であると決定された場
合、そのデバイスのユーザに推薦するデフォルトのトラックは、デバイススイープからさ
らなる特定の情報が入手可能でないならば、そのサービスにおいて英国の１８～２５歳の
男性の間で一般に人気のあるトラックである）。
【００４３】
　好ましい実施形態では、ユーザによって明示的に提供される、および／または上で概説
した機構を介して識別される、このユーザ自身の人口統計グループ内のユーザのテイスト
は、上述の「リンクフレンドの重み付け」において開示されたのと同じ、ただし適宜変更
した機構を使用して、このユーザに対して行われる推薦を強化するために使用することが
できる。
１．５　定期的な更新および再生メトリック
　好ましい実施形態では、新しいまたは更新されたメディアコンテンツおよび／またはメ
タデータを見出すために、ユーザのデバイス（および関連するメディアストア）は、好ま
しい実施形態では設定可能な継続期間からなる規則的な間隔をあけて再スイープされる。
検出された変化はいずれも、より関連性のある更新を提供するために、その後、使用され
る。
【００４４】
　本発明が、ユーザレーティングおよび／または再生メトリックを記録および伝達できる
サービス内で利用される場合、好ましい実施形態では、そのようなメトリックを使用して
、将来の推薦がユーザの特定のプリファレンスを考慮するように、ユーザに提供される推
薦を更新することができる。
１．６　他の貢献要因
　「デバイススイープ」、人口統計分析、リンクフレンドのテイストメトリックの貢献、
および本発明がその中で利用されるサービスの使用中に行われるユーザの再生メトリック
の進行中の分析に加えて、好ましい実施形態では、ユーザに与えられる推薦に影響し、ひ
いては同期優先順位にも影響する、様々な追加の要因も利用することができる。
【００４５】
　好ましい実施形態では、そのような要因は、以下のものを含むが、それらに限定されな
い。
【００４６】
　●サービス内のユーザ生成のプレイリストに与えられるキャッチコピーおよびタイトル
などの、ユーザによって提供されるフリーテキストフィールドの内容。
【００４７】
　●このユーザがリンクフレンドに送ったメディアコンテンツ推薦。
【００４８】
　●このユーザが受け取り、全部または一部を聴いた、リンクフレンドからのメディアコ
ンテンツ推薦。
【００４９】
　●ユーザによって「お気に入り」としてマークされた、または何らかの方法でレーティ
ングされたトラック。
【００５０】
　●既存のデータベース内の関連するトラック。本発明がその中で利用されているサービ
スがメディアコンテンツメタデータを含むデータベースにアクセスできる場合、トラック
間の関連付けを提供することによって推薦プロセスに供給するために、そのメタデータを
直接的または間接的に使用することができる。
【００５１】
　●外部的に識別される関連付け。一実施形態では、オンラインまたはその他での、マル
チメディアコンテンツについての項目の自動または手動分析は、２つ以上のアーティスト
、トラック、または他の関連するメタデータの間の強い相関を示すことができる。そのよ
うな相関も、同様に、推薦プロセスに供給することができる。
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【００５２】
　トラックおよびこのユーザに推薦を行う「最も近い近隣者」（このユーザと同じテイス
トを共有するユーザ）を見出すために分析を実行するとき、好ましい実施形態では、その
ような検討事項および適用可能な他の任意の検討事項を使用して、個々のトラックに与え
られる重み付けを増加または減少させることができる。
１．７　グループ検討
　ここまでは、本発明の開示は、ユーザのグループではなく、個々のユーザに関係してい
た。グループを検討する場合、好ましい実施形態は、各グループ内の個人のメタデータを
メタデータの単一のコレクションに統合し、その組み合わされたメタデータを、分析およ
び推薦目的で使用する。
【００５３】
　好ましい実施形態では、その統合は、２つのステージで実行される。
【００５４】
　●グループ内でトラックが見られた頻度を識別する（すなわち、５人の個人からなるグ
ループにおいて、どのトラックが５人全員の個人のライブラリ内に出現するか、どれが４
人の、どれが３人のライブラリ内に出現するかなど）。
【００５５】
　●グループ内でよりよく共有されるトラックが、そのグループに与えられる推薦により
大きな重みを与えるように、その識別された頻度に従って、グループ全体のテイストシグ
ネチャに対する各トラックの貢献に重み付けを行う。
【００５６】
　グループ推薦の場合、メディアコンテンツの推薦またはメディアに対するテイストを共
有する個人の推薦を行う目的で、個々のグループメンバのリンクフレンドが、トラックの
全体的な重み付けに貢献することはない。
１．８　空デバイス
　最初の使用時など、いくつかの場合では、ユーザのメディアファイルのデバイススイー
プが実行可能でないことがある。
【００５７】
　例えば、これは、デバイス上に識別可能なメディアファイルが存在せず、このユーザが
以前に、本発明がその中で利用されているサービスにデバイスを登録したことがなく、ユ
ーザが、そのサービス内にリンクフレンドを有さない場合に（またはそのような登録され
たデバイスもしくはリンクフレンドが、例えば、貧弱な品質のせいで、もしくはネットワ
ーク接続が存在しないせいで識別できない場合に）、生じることがある。
【００５８】
　そのような場合でも、「メタデータとしての人口統計」において上で開示されたように
、人口統計メタデータのみに基づいて、依然として推薦を行うことができる。
【００５９】
　好ましい実施形態では、そのような「空白デバイスプロファイル」は、そのタイプの新
しい空白デバイスに対する推薦のローディングを支援するために、（国、国内の地域、ま
たは必要とされる他のあらゆる粒度などの）適切な場所について、定期的に事前計算され
る。
２　識別されないトラックを同期させる
　「デバイススイープ」フェーズ中に自動的に識別できないメディアコンテンツアイテム
（「トラック」）が存在することがある。例示的な一実施形態では、そのようなアイテム
は、後の確定的な識別のために、ユーザに照会することができる。例示的な別の実施形態
では、そのような識別されないアイテムは、後の時点におけるさらなる分析のために、シ
ステムによってタグ付けすることができる。
【００６０】
　それにも係わらず、そのような識別されないメディアコンテンツも、ユーザデバイス間
で同期させることができる。好ましい実施形態では、前記識別されないコンテンツは、必
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要な場合は、ユーザの他のデバイスに適したファイルフォーマットにトランスコードされ
（メディアコンテンツ符号化フォーマットに関して変換され）、前記ファイルのトランス
コードされたバージョンは、それらを前記他のデバイスに提供できるロケーションに転送
される。別の実施形態では、プロセスは、逆転することができ、すなわち、ユーザの他の
デバイスに提供するために利用可能にされる前に、ファイルは、記憶ロケーションに転送
され、その後、必要ならば、そこで適切なフォーマットにトランスコードされる。
【００６１】
　どちらの手法においても、好ましい実施形態では、前記記憶機構は、リモートに配置さ
れ、ユーザデバイスへの（インターネットまたはワイヤレスネットワークなどの）ネット
ワーク接続を介してアクセス可能であるとともに、前記保存されたコンテンツは、元のユ
ーザだけがその保存されたコンテンツへのアクセスが可能であることを保証するために、
（暗号化または他の適切な手法によって）「ロック」される。
【００６２】
　例示的な一実施形態は、異なるユーザの識別されないファイルが実際には同じメディア
コンテンツを符号化する場合に、１つのそのようなメディアコンテンツファイルが肯定的
に識別された場合に、他のそのようなファイルも自動的に識別され、適切なメタデータを
用いてタグ付けされ、適用可能なライセンス法および協定内で可能な場合は、セキュアな
記憶機構（「ロッカ（ｌｏｃｋｅｒ）」）からより一般的な使用に移転させることを保証
することによって、ファイルを識別するための助けとしてその情報を識別し使用すること
ができる。
【００６３】
　例示的な一実施形態は、異なるユーザの識別されないファイルが実際には同じメディア
コンテンツを符号化する場合に、適用可能な法律がそのようなアクションを取ることを許
可する場合、同じファイルを両方のユーザから利用可能にすることによって、その情報を
識別し使用して、「ロッカ」内におけるコンテンツの重複を避けることができる。
３　ユーザ－デバイス対話を分析する
　メタデータベースの「テイストシグネチャ」を導出するために、ユーザの音楽コレクシ
ョンを分析することに加えて、好ましい実施形態では、本発明は、ユーザがそのデバイス
と対話する方法も、検討中の特定のユーザに関して、および／またはそのようなデバイス
の平均的なユーザに関して分析する。
【００６４】
　検討される要素は、以下のうちの１つまたは複数を含む。
【００６５】
　●デバイスのユーザインタフェースのどのエリアをユーザが最も頻繁に利用するか。こ
の検討項目に関する追加の情報については、「チャンネルの同期」を参照されたい。
【００６６】
　●以前登録を行い、他のデバイス上のトラック（または上で開示されたように「チャン
ネル」）と対話したことのあるユーザの場合、それらの他のデバイス上のメディアコンテ
ンツとのユーザの対話は、現在のデバイスに対する推薦を重み付けるための追加のメタデ
ータとして使用することができる。
【００６７】
　●そのデバイスタイプの（すなわち、その特定のデバイスの、またはそれが一部を形成
するデバイスのクラスの）「典型的」なユーザの人口統計も、「メタデータとしての人口
統計」において先に開示されたように、考慮することができる。
【００６８】
　●デバイスに追加するために、ユーザがどのトラックを特に要求したか。
【００６９】
　●コンテンツを別途同期させてはいるが、同期させたコンテンツを実際に消費または体
験しない「不活発（ｓｔａｌｅ）」なユーザの場合、好ましい実施形態では、設定可能な
期間にわたってアプリケーション使用および／またはコンテンツ再生が行われなかった後
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、同期イベントは、自動的にオフに切り換えられる。自動同期は、次のアプリケーション
使用時に自動的に再開され、ユーザが再び「不活発」になるまで有効であり続ける。
【００７０】
　●ユーザについてのメタデータの分析は、ユーザの年齢、所在地、収入、宗教的信条も
しくは無宗教、政治的傾向、教育レベル、職業、性別、性的指向、定義されたものかそれ
とも導出されたものかに係わらない社会クラス分類、趣味、ユーザが使用する他のデバイ
ス、１つもしくは複数のデバイスとのユーザの対話、またはユーザに関する他の任意の関
連するメタデータのうちの１つまたは複数を含む。
【００７１】
　好ましい実施形態では、本発明は、デバイスの能力も考慮する。検討される要素は、以
下のうちの１つまたは複数を含む。
【００７２】
　●与えられたトラックが、デバイスのユーザインタフェースの異なる部分に同時に配置
される場合（例えば、前記トラックが、デバイスのユーザインタフェース内の複数のチャ
ンネルに出現する場合）、好ましい実施形態では、そのトラックは、できるだけ迅速にデ
バイスのユーザインタフェースにデータが入れられることを保証するために、推薦目的で
重み付けすることができる。
【００７３】
　●異なるデバイスは、再生できるメディアコンテンツファイルのフォーマットに関して
能力を有する。例えば、デバイスが、解像度が２００×１５０のスクリーンディスプレイ
を有する場合、そのデバイスにはるかに高い解像度のビデオを提供することは浪費であり
、したがって、好ましい実施形態では、提供されるビデオはいずれも、最初にデバイスの
能力に適するようにトランスコードされる。同様に、デバイスは、取り扱い可能なファイ
ルフォーマット、および利用できるＤＲＭ保護システムに関して様々である。好ましい実
施形態では、本発明は、そのようなデバイス能力メタデータを維持し、適切なフォーマッ
トを使用して、デバイスタイプ毎にプロビジョニングを行うことを保証する。
【００７４】
　●デバイスの記憶容量も、前記デバイスにどれだけのデータを転送できるかを決定する
要因である。デバイスの記憶エリアが満杯になった場合、好ましい実施形態では、本文書
で説明される（またＯｍｎｉｆｏｎｅの特許出願「Ｎｅａｒｅｓｔ　Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ
　＆　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉ
ｑｕｅｓ」、ＰＣＴ／ＧＢ２０１０／０５１１１３で詳述される）分析によって、または
他の任意の互換性のある機構によって生成される推薦を使用して、メディアコンテンツを
デバイスから削除し、新しいメディアコンテンツで置き換えることができる順序を決定す
ることができる。
【００７５】
　●デバイスが、その環境についての有益な情報を報告可能である場合、適切な場合は、
その情報を利用して、同期のスケジューリングを支援することができる。例えば、好まし
い実施形態では、デバイスが、現在ドッキングステーションまたは充電ステーション内に
あると報告した場合、そのような状態では、デバイスがかなりの期間にわたって一貫して
ネットワークに接続されたままである可能性が高いことに基づいて、大きなファイルの同
期に取り掛かることができる。
【００７６】
　●デバイスがバッテリ駆動型であり、バッテリステータスをクライアントアプリケーシ
ョンに報告できる場合、好ましい実施形態では、バッテリ寿命がカスタマイズ可能なある
閾値を上回る場合に限って、同期を実行することができる。
【００７７】
　●デバイスのロケーションは、ＩＰアドレス変換、ＧＰＳ測位、ユーザ報告のロケーシ
ョン、または他の適切な機構などの機構を介して利用可能である場合、行われる推薦に重
み付けを行うために、ならびにデバイスが利用可能なネットワーク接続のタイプおよび速



(15) JP 5882903 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

度の決定を、そのようなデータが他の方法では入手可能でない場合に支援するために使用
することができる。
【００７８】
　●一般に、ユーザが同期させるデバイスと対話する方法を分析することから獲得される
再生メトリックが存在し、それらの再生メトリックは、ユーザがいつデジタルメディアフ
ァイルを再生もしくは視聴したか、ユーザがどこでデジタルメディアファイルを再生もし
くは視聴したか、ユーザが１つもしくは複数のどのデバイス上でデジタルメディアファイ
ルを再生もしくは視聴したか、デジタルメディアファイルがいつユーザに利用可能にされ
たか、ユーザがどれだけの頻度でデジタルメディアファイルを再生もしくは視聴したか、
またはデジタルメディアファイルとのユーザの対話に関する他の任意のメタデータのうち
の１つまたは複数を詳述するメタデータを含む。
３．１　デバイス接続プロパティ
　好ましい実施形態では、特定のデバイスのネットワーク接続のプロパティは、（例えば
ファイルサイズに基づいて）推薦に影響を与えるために、および／または同期をいつ行う
かに関するタイミングを決定するために利用される。好ましい実施形態では、検討される
要素は、以下のうちの１つまたは複数を含む。
【００７９】
　●利用可能な帯域幅。デバイスが利用可能な帯域幅は、そのデバイスに提供できるファ
イルのサイズを決定するときの検討事項であり、したがって、必要な場合は、（より短い
長さに関してか、それとも与えられたデバイスにより適したより効率的な符号化技法に関
してかに係わらず）より小さなファイルが好ましいとして推薦に重み付けを行うために使
用することができる。
【００８０】
　●接続の利用可能性。デバイスのネットワーク接続のタイプおよび信頼性は、同期イベ
ントのタイミングに影響を与えるために使用される。
【００８１】
　●デバイスが、現在ドッキングステーションまたは充電ステーション内にあると報告し
た場合、そのような状態では、デバイスがかなりの期間にわたって一貫してネットワーク
に接続されたままである可能性が高いことに基づいて、大きなファイルの同期に取り掛か
ることができる。
【００８２】
　●デバイスおよび接続タイプが許す場合、好ましい実施形態では、ベアラ信号のバック
チャネルを利用して、本発明がその中で利用されているどんなサービスのサーバにもデー
タを送信することができる。
【００８３】
　●デバイスの接続履歴を、同期のスケジューリングに影響を与えるために使用すること
ができる。例えば、ユーザの移動は、一実施形態では、デバイスによってメディアコンテ
ンツサーバに経時的に報告されるＩＰアドレスの分析による、デバイスの接続履歴の分析
を介して、検出可能なことがある。例えば、モバイルデバイスは、特定のワイヤレスネッ
トワークに数時間といったかなりの期間にわたって接続した後、様々な期間にわたって様
々な他のｗｉ－ｆｉネットワークに接続し、その後、元のワイヤレスネットワークに戻る
といったパターンを示すことがある。
【００８４】
　好ましい実施形態では、そのような分析は、前記元のワイヤレスネットワークがユーザ
の「ホームネットワーク」であることを示し、ユーザのデバイスが、最も信頼性が高くお
よび／または最も高速なネットワーク接続を有すると決定された時間の間に、デバイスへ
のダウンロード（および／またはデバイスからのアップロード）をスケジュールすること
を可能にする。
【００８５】
　●デバイスが動作している場所における（低速の接続または信頼性の低い接続に起因す
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る）ネットワーク輻輳に関するメタデータ。好ましい実施形態では、このデータは、直接
的に測定することができるとともに、場所、ネットワークプロバイダ、およびタイムゾー
ンデータに基づいて推測することができる。
【００８６】
　●例えば、好ましい実施形態では、より個人的な分析を可能にするのに十分な接続履歴
データを個人ユーザがまだ構築していない場合など、適切な場合には、人口統計分析から
得られる、このデバイスタイプについての平均的な接続時間に関する統計データを使用し
て、ユーザ固有のデータを増強することができる。
【００８７】
　例示的な一実施形態では、デバイスは、統計データおよび／または特定のユーザの接続
活動の分析から決定される一日の特定の時間にのみ、信頼性の高いネットワーク接続を有
する。そのような場合、より大きなファイルの同期－ダウンロード、アップロード、また
はその両方－は、一日中いつでも即興的に行う代わりに、特別にスケジュールされた時間
まで、（好ましい実施形態では、ダウンロード待ち行列システムを使用して）延期するこ
とができる。
４　デバイスをサービスと同期させる
　コンテンツ分析が完了した後、ユーザの音楽コレクションを本発明がその中で利用され
るサービスと同期させるプロセスは、図１に示されるように、２つの異なるステージで実
行される。
【００８８】
　１．（「識別されないトラックを同期させる」で開示されたような）前記サービスのカ
タログ内に存在しないアンマッチコンテンツのためのユーザ独自のコンテンツロッカの生
成。
【００８９】
　２．前記カタログと照合されたコンテンツのためのメタデータの同期。
４．１　プレイリストの再構成
　好ましい実施形態では、先に開示されたデバイススイープ中に識別されたプレイリスト
はいずれも、本発明がその中で利用されるサービス内で再構成される。具体的には、＊．
Ｍ３Ｕ、＊．ｐｌｓ、および＊．ｗｐｌファイル、または他の任意の適切なプレイリスト
ファイルフォーマットの形式を取るプレイリストファイルなどの、プレイリストファイル
は、本発明の一実施形態を形成するＭｕｓｉｃＳｔａｔｉｏｎプラットフォームにおいて
は、個人ユーザのプロファイルのもとで複製される。そのプロセスが、図２に示されてい
る。
【００９０】
　上で開示したように、ユーザのメディアコンテンツが見出され、識別されると、Ｏｍｎ
ｉｆｏｎｅの特許出願「Ｎｅａｒｅｓｔ　Ｎｅｉｇｈｂｏｕｒ　＆　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃ
ｏｎｔｅｎｔ　Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」、ＰＣＴ／ＧＢ
２０１０／０５１１１３に詳細に開示されている技法を使用して、または他の任意の互換
性のある機構によって、特定のトラック、アーティスト、およびプレイリストに対するユ
ーザの有縁性（ａｆｆｉｎｉｔｙ）を計算することができる。
【００９１】
　好ましい実施形態では、そのような推薦生成手順は、先に開示されたデバイススイープ
から導出されるユーザの「音楽コレクション」の分析によって生成されるユーザのテイス
トシグネチャと、同期させるデバイスとのユーザの対話履歴の両方を考慮する。
【００９２】
　上で開示したように、特定のデータのいずれもが利用可能でない場合、好ましい実施形
態では、（本文書の「空デバイス」セクションにおいて先に開示したように）それが空デ
バイスを有する新規ユーザの場合であっても、１組のメディアコンテンツが、ユーザのデ
バイスに対するプロビジョニングのために利用可能であることを保証するために、人口統
計的に導出されたメタデータが利用される。



(17) JP 5882903 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

６　チャンネルの同期
　いくつかのデバイスタイプのユーザインタフェースでは、本発明がその中で利用される
サービスは、Ｏｍｎｉｆｏｎｅの特許出願、Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｒａｄｉｏ　ｓ
ｔａｔｉｏｎｓ、ＰＣＴ／ＧＢ２０１０／０５０７７１に詳細に開示されているように、
メディアコンテンツを別個の「チャンネル」に分類することができる。
【００９３】
　特定の「チャンネル」に対するユーザのプリファレンスは、新しいメディアコンテンツ
のダウンローディングに優先権を与えるため、および好ましい実施形態では、新しいメデ
ィアコンテンツに対する推薦に重み付けを行うために、先に「ユーザ－デバイス対話を分
析する」において開示されたような、ユーザとデバイスの対話の他の分析のうちの１つま
たは複数と組み合わせて使用することができる。
【００９４】
　好ましい実施形態では、可能な場合は、そのような「チャンネル」には、メタデータお
よびトラックが事前に入れられ、どれを優先的にキャッシュすべきかに関する決定は、ユ
ーザに対する推薦の全体、利用可能なネットワーク接続のタイプ、人口統計データ、およ
びユーザの聴取プリファレンスに関してすでに開示された分析が与えられた場合に、チャ
ンネルに均等にデータを入れることをどのように保証すべきかなど、編集上の検討事項の
うちの１つまたは複数に基づく。
【００９５】
　好ましい実施形態では、エンドユーザは、クライアントデバイスのユーザインタフェー
スを利用して、利用可能なチャンネルを検索し、興味のあるチャンネルの利用契約（およ
びそれまで利用契約していたチャンネルの契約解除）を行う。例示的な一実施形態では、
前記ユーザは、利用契約チャンネルの異なる組を維持することが許され、そのようなチャ
ンネルの組が０個か、１個か、または複数個かは、デバイス固有であり、前記ユーザが、
例えば登録デバイス毎に異なるチャンネルに対して利用契約を行うことを可能にする。
【００９６】
　前記ユーザがあるチャンネルに対して利用契約を行った場合、好ましい実施形態では、
そのユーザの登録クライアントデバイスは、前記ユーザと前記デバイスとについてのチャ
ンネル定義に整合するように、新しいコンテンツで自動的に更新される。
【００９７】
　与えられたデバイス上で与えられたユーザにどのチャンネルを提示すべきか、および好
ましい実施形態では、どのチャンネルにそのチャンネルの定義されたコンテンツの一部ま
たは全部を事前ロードすべきかについての初期選択は、好ましい実施形態では、本発明が
その中で利用されるサービス上でトラック推薦を提供するために使用される機構と同様の
、ただし適宜変更した方法で行われる。例示的な別の実施形態では、チャンネルの前記初
期選択は、手動で行われる。
【００９８】
　好ましい実施形態では、チャンネル固有のコンテンツは、そのデバイスに適したＤＲＭ
保護を使用して、クライアントデバイス上に安全に保存され、チャンネルについての同期
プロセスは、新しいチャンネルコンテンツのために記憶空間を空けるために、旧くなった
チャンネルコンテンツを前記デバイスから削除することを含む。
【００９９】
　そのようなチャンネル自体が「メタチャンネル」にグループ分けされる場合、好ましい
実施形態は、前記メタチャンネルを同様に扱う。加えて、好ましい実施形態では、空チャ
ンネルは、ユーザインタフェース内に表示されない。
７　デバイスへのメディアコンテンツの提供に優先順位を付ける
　好ましい実施形態では、ユーザのデバイスにメディアコンテンツを提供するには、いく
つかの要因を検討する必要があり、そのごく一部を以下に示す。
【０１００】
　●ユーザの音楽コレクション内のメディアコンテンツのどれが提供されるべきか。好ま
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される。
【０１０１】
　●コンテンツのプリエンプティブなキャッシング。どの追加のトラック推薦がデバイス
に提供されるべきか。好ましい実施形態では、これは、先に開示された全体的な推薦分析
に基づいて決定される。
【０１０２】
　●いつ、どのような順序で、そのような同期を行うべきか。これは、先に「デバイス接
続プロパティ」において開示された、デバイスの接続履歴の分析に基づいて決定すること
ができ、または例示的な別の実施形態では、同期は、スケジュールされた間隔で行うこと
ができる。
【０１０３】
　好ましい実施形態では、同期は、デバイスの接続タイプが許す限り継続的に行われる。
可能な場合は、データは、とにかく発生した通信があれば、それに「ピギーバック」させ
て伝送される。例えば、サンプルの一実施形態では、デバイスは、「ポーリング」通信を
（本発明がその中で利用されるサービスの）サーバに規則的な間隔で送信する。可能な場
合は、先に開示されたトラック再生メトリックまたはデバイススイープから得られるメタ
データなどの他のデータも、同時に送信され、したがって、利用可能な帯域幅をより効率
的に使用する。
【０１０４】
　同期の特徴は、以下のものを含む。
【０１０５】
　●デジタルメディアファイルは、ジャンルによって、推薦によって、アーティストによ
って、人気によって、または他の任意の方法で分類されたファイルのコレクションとして
、デバイスに定期的に提供することができる。
【０１０６】
　●デジタルメディアファイルがデバイスに提供される順序は、ユーザ、ユーザの「テイ
ストシグネチャ」、ユーザのために獲得された推薦のうちの１つまたは複数に関するメタ
データと、デバイスに関するメタデータの分析によって決定される。
【０１０７】
　●ユーザは、２人以上のユーザからなるグループを含む。
【０１０８】
　●「デジタルメディアファイル」は、個々のデジタルメディアファイル、デジタルメデ
ィアファイルを記述するメタデータ、デジタルメディアファイルのコレクション、または
デジタルメディアファイルのコレクションを記述するメタデータのうちの１つまたは複数
から成る。
【０１０９】
　●デバイスは、コンピュータ、モバイルデバイス、専用メディアプレーヤ、ゲーム機、
ネットワークを介して接続可能な記憶機構、またはデジタルメディアファイルを再生もし
くは表示可能な他の任意のデバイス、あるいは上記の２つ以上の任意の組み合わせである
。
【０１１０】
　●デバイスは、永続的か、一時的か、それとも断続的かに係わらず、互いに結合された
２つ以上のデバイス、１つもしくは複数の他のデバイスに結合された２つ以上のデバイス
、または本発明を実施するサービスがそこで動作するリモートサーバに結合された２つ以
上のデバイスのうちの１つまたは複数を含む。
【０１１１】
　●異なるデバイスには異なる同期優先順位を関連付けることができる。
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